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資料４

経営審議会に関する主な検討項目

項 目 専門部会検討結果

定数 10人以内

構成 理事長

副理事長

理事長が指名する理事又は職員

法人の役職員以外の者で大学に関し広くかつ高い

識見を有する者（学外者）

※「基本方針」の想定する構成員に同じ

学外者の参画の有無と 委員総数の１／２以上を学外者としなければなら

その人数 ない。

再任の可否 任期２年，再任可

ただし，役員である委員の任期は役員の任期

職員である委員の任期は在職期間

審議事項 ※ ｢基本方針」で想定する審議事項に同じ

＜理事会との役割分担＞（理事会，教授会との審議事項の

審議会は，専門的な見地から審議検討を行う機調整を含む ）。

， 。関であり 決定は理事会の議を経て理事長が行う

【定款記載例】

（設置及び構成）

第○条 法人に法人の経営に関する重要な事項を審議する機関として，経営審

議会を置く。

２ 経営審議会は，次に掲げる委員10人以内で構成する。

一 理事長

二 副理事長

三 理事長が指名する理事又は職員

四 法人の役職員以外の者で大学に関し広くかつ高い識見を有する者のうち

から理事長が任命するもの

３ 前項第四号に掲げる委員の数は，委員の総数の二分の一以上でなければな

らない。
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， 。 ， ，４ 委員の任期は 二年とする ただし 役員である委員は当該職の任期とし

職員である委員は当該職にある期間とする。

５ 補欠の委員の任期は，前任者の残任期間とする。

６ 委員は，再任されることができる。

（審議事項）

第○条 経営審議会は，次に掲げる事項を審議する。

一 中期目標について知事に対して述べる意見及び年度計画に関する事項の

うち，法人の経営に関するもの

二 中期計画など法により知事の認可又は承認を受けなければならない事項

のうち，法人の経営に関するもの

三 予算の編成及び執行並びに決算に関する事項

四 大学，大学院，学部，学科その他重要な組織の設置，変更又は廃止に関

する事項のうち，法人の経営に関するもの

五 法人の基本的な規則（法人の経営に関する部分 ，会計規程，役員報酬）

や職員給与等の支給の基準その他の経営に係る重要な規程の制定又は改廃

に関する事項

六 職員の人事及び評価に関する事項（教員については，法人の経営に関す

る事項に限る ）。

七 組織及び運営の状況に係る自己点検評価及び第三者による評価に関する

事項

八 その他法人の経営に関する重要事項
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○経営審議機関

地方独立行政法人法１ 制度の概要

§77①②・経営に関する重要事項を審議する機関として，理事長，副理事長等により

構成する経営審議機関を置く。

地方独立行政法人法><

第77条 公立大学法人は，定款で定めるところにより，当該公立大学法人の経営に関

する重要事項を審議する機関（次項において「経営審議機関」という ）を置くも。

のとする。

２ 経営審議機関は，理事長，副理事長その他の者により構成するものとする。

国立大学法人法２ 国立大学法人の状況

§20①～③・経営に関する重要事項を審議する機関として，学長，学長が指名する理事

及び職員，学長の任命する大学の役職員でない有識者により構成する経営

協議会を置く。

・学外者は，委員総数の１／２以上でなければならない。

基本方針３ 宮城大学の法人化基本方針

第２，１（５）・法人の経営に関する重要事項を審議する機関として 経営審議会 仮称，「 （ ）」

①・②を置く。

・経営審議会（仮称）は，理事長，副理事長，理事長が指名する理事又は職

員及び法人の役職員以外の者で大学に関し広くかつ高い識見を有するもの

で構成することとし，その委員の人数や任期等については，検討を行う。

４ 先行法人の状況

（１）設置状況 必置機関であり，すべての先行法人に設置されている。

（２）定数等

① 定数

区 分 法人数 定 数 法人数

７人以内 １法人 13人以内 ２法人

８人以内 ３法人 15人以内 ２法人

10人以内 １５法人 定款に規定なし ６法人

12人以内 ３法人
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② 学外者の参画

区 分 法人数 内 訳

学外者の参画を ３１法人 総数の1/2以上 １７法人

定 款 に 規 定 ３人以内・上 ８法人

～ ６人以内

人数等の規定なし ６法人

※ 国際教養大学学外者の参画を １法人

ただし，８人の委員中１人が学外者定款に規定せず

③ 構成

区 分 法人数 備 考

３２法人理事長

※ 副理事長を置かない法人：５法人副理事長 ２７法人

２０法人 理事及び職員 ８法人理事長の指名する理事及び職員

等 理事又は職員 ５法人

理事 ３法人

職員 ２法人

２法人学外理事及び職員 事務局長（ ）

理事 １１法人

３０法人学外者

理事長の指名する者 １法人

副学長 １法人

※ 「 」は，地方独立行政法人法第77条第２項に例示のある構成員ゴシック体

※ は 国立大学法人法第第20条第２項に規定する経営評議会の構成員 ただし 理「 」 ， 。 ，「斜体

事長」は設置されないので 「学長」を「理事長」に読み替える。，

※ （波線）は，宮城大学の法人化基本方針において想定している構成員

④ 任期

区 分 法人数 内 訳

うち１８法人は 「役員は役員としての任期によ２年 ２１法人 ，

る 「学外委員の任期は２年」等の限定のあり。」，

実際の任期は２年としている法人がほとんどであ定款に規定なし １１法人 ,

る （経営審議会運営規程等に規定）。

⑤ 再任

区 分 法人数 内 訳

・うち６法人は，学外委員は再任されることができ再任可 ２０法人

るとの規定内容。また，下関市立大学では，学外

委員は再任可能であるが，任期が引き続き４年を

超えることができない。

定款に規定なし １２法人



- 5 -

○経営審議機関の審議事項

国立大学法人法１ 国立大学法人の状況

§20④①中期目標についての意見に関する事項のうち，法人の経営に関するもの

②中期計画及び年度計画に関する事項のうち，法人の経営に関するもの

③学則（法人の経営に関する部分に限る ，会計規程，役員に対する報。）

酬及び退職手当の支給の基準，職員の給与及び退職手当の支給の基準そ

の他の経営に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項

④予算の作成及び執行並びに決算に関する事項

関する事項⑤組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に

⑥その他法人の経営に関する重要事項

基本方針２ 宮城大学の法人化基本方針

第２，１（５）③経営審議会（仮称）の審議事項については，検討を行う。

〔想定される経営審議会（仮称）の審議事項〕

イ 中期目標について知事に対して述べる意見及び年度計画に関する

事項のうち，法人の経営に関するもの

ロ 中期計画など法により知事の認可又は承認を受けなければならな

い事項のうち，法人の経営に関するもの

ハ 予算の編成及び執行並びに決算に関する事項

ニ 大学・大学院・学部・学科その他重要な組織の設置・変更又は廃

止に関する事項のうち，法人の経営に関するもの

ホ 法人の基本的な規則（法人の経営に関する部分 ，会計規程，役）

員報酬や職員給与等の支給の基準その他の経営に係る重要な規程の

制定又は改廃に関する事項

ヘ 職員の人事及び評価に関する事項（教員については，法人の経営

に関する事項に限る ）。

ト 組織及び運営の状況に係る自己点検評価及び第三者による評価に

関する事項

チ その他法人の経営に関する重要事項
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３ 先行法人の状況

区 分 法人数 備 考

⑦を含めると３１法人①中期目標についての意見に関する事項のうち，法人の １９法人

経営に関するもの

⑦を含めると年度計画に②中期計画及び年度計画に関する事項のうち，法人の経 １９法人

関することは３１法人営に関するもの

３２法人③学則（法人の経営に関する部分に限る ，会計規程，。）

役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準，職員の

給与及び退職手当の支給の基準その他の経営に係る重

要な規則の制定又は改廃に関する事項

３１法人④予算の作成及び執行並びに決算に関する事項

３２法人⑤組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に

関する事項

３２法人⑥その他法人の経営に関する重要事項

１２法人⑦中期目標についての意見に関する事項及び年度計画に

関する事項のうち，法人の経営に関するもの

１６法人⑧法律により設立団体の長の認可又は承認を受けなけれ

ばならない事項のうち，法人の経営に関するもの

１５法人⑨大学，学部，学科その他の重要な組織の設置又は廃止

に関する事項のうち，法人の経営に関するもの

１７法人⑩職員の人事及び評価に関する事項のうち，定数等法人

の経営に関するもの

４法人⑪教育課程の編成方針に関する事項

１法人⑫研究費の配分方針

※ 「 」は，国立大学法人法第20条第４項に規定する経営協議会の審議事項と同じ事項ゴシック体

※ （波線）は，宮城大学の法人化基本方針において想定している審議事項


